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ID: 159
担当部署: 住民課

処分の概要 特別療養費の支給

法 令 名

根 拠 条 項
国民健康保険法 第54条の3第1項及び第2項

法 令 番 号 昭和33年法律第192号

【基準】

法第54条の3第1項及び第2項並びに政令第28条の6の規定による。

(特別療養費)

第54条の3 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を

有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に

対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労

働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び第4項において「原爆一般疾病医療費の

支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保

険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経

過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付

に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並

びに第63条の2第1項及び第2項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当

該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定め

る特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医

療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

にある者を除く。以下この条(第4項及び第5項を除く。)において同じ。)が保険医療機関等

から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療

養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第4

項及び第5項において同じ。)の支給(次項及び第5項において「療養の給付等」という。)に

代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。

2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、

当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険

料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を

受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定

訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、

特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認め

られるときは、この限りでない。

(法第54条の3第1項に規定する政令で定める特別の事情)

第28条の6 法第54条の3第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により

保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付すること

ができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主又は組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

(2) 世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負

傷したこと。

(3) 世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。



高根沢町 法適用申請に対する処分個票

2

(4) 世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があつたこと。

標準処理期間 90日

備考

設 定 年 月 日 令和7年4月1日 最終変更年月日 年  月  日


